
（3）館林市議会だより　　　（３. 5. 15 ）

生
、
ま
た
は
再
発
を
防
止
す
る

た
め
の
基
準
を
整
備
す
る
た
め
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
、
全
員
一
致
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
指
定
地
域
密
着
型
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指

定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め

の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
＝
指
定
地

域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運

営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護

予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援

の
方
法
に
関
す
る
基
準
の
一
部

改
正
に
伴
い
、
介
護
事
業
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
に
係
る
感
染
症
対

策
及
び
業
務
継
続
に
向
け
た
取

組
の
強
化
並
び
に
適
切
な
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
対
策
の
実
施
に
関
す

る
規
定
を
整
備
す
る
ほ
か
、
記

録
の
保
存
等
に
係
る
見
直
し
及

び
虐
待
の
発
生
ま
た
は
再
発
の

防
止
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す

る
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改

正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
全

員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
指
定
介
護
予
防
支
援

等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並

び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に

係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果

的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
＝
指
定
介
護
予
防

支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運

営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援

等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の

効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す

る
基
準
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
係
る

感
染
症
対
策
及
び
業
務
継
続
に

向
け
た
取
組
の
強
化
並
び
に
適

切
な
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
の
実

施
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る

ほ
か
、
記
録
の
保
存
等
に
係
る

見
直
し
及
び
虐
待
の
発
生
ま
た

は
再
発
の
防
止
に
関
す
る
規
定

を
整
備
す
る
た
め
、
本
条
例
の

一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

▽
館
林
市
指
定
居
宅
介
護
支
援

等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
＝
指
定

居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人

員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
に
係
る
感
染
症
対

策
及
び
業
務
継
続
に
向
け
た
取

組
の
強
化
並
び
に
適
切
な
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
対
策
の
実
施
に
関
す

る
規
定
を
整
備
す
る
ほ
か
、
記

録
の
保
存
等
に
係
る
見
直
し
及

び
虐
待
の
発
生
ま
た
は
再
発
の

防
止
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す

る
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改

正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
全

員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
地
区
計
画
区
域
内
に

お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
＝
楠
地
区
計
画
区
域
及
び
谷

田
川
北
部
地
区
計
画
区
域
に
お

い
て
、
街
区
の
角
に
あ
る
敷
地

等
の
建
ぺ
い
率
を
緩
和
し
、
土

地
の
有
効
活
用
を
促
進
す
る
た

め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
、
全
員
一

致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
都
市
計
画
下
水
道
事
業

受
益
者
負
担
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
＝
地
方

税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
等
に
伴

い
、
納
付
期
日
を
越
え
て
受
益

者
負
担
金
を
納
付
し
た
場
合
の

延
滞
金
の
割
合
に
つ
い
て
、
地

方
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
延
滞

金
の
割
合
の
特
例
を
整
備
す
る

ほ
か
、
所
要
の
改
正
を
す
る
た

め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
、
全
員
一

致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
他
の
議
案

▽
群
馬
県
市
町
村
総
合
事
務
組

合
へ
の
加
入
に
つ
い
て
＝
地
方

公
務
員
災
害
補
償
法
第
69
条
の

規
定
に
基
づ
く
議
会
の
議
員
そ

の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
上

の
災
害
に
対
す
る
補
償
事
務
を

共
同
処
理
す
る
た
め
、
令
和
３

年
４
月
１
日
か
ら
群
馬
県
市
町

村
総
合
事
務
組
合
に
加
入
す
る

こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法

の
規
定
に
よ
り
、
議
会
に
対
し

議
決
を
求
め
ら
れ
た
も
の
で
、

全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

追
加
議
案

▽
館
林
市
役
所
庁
舎
耐
震
改
修

工
事
（
建
築
工
事
）
請
負
契
約

の
変
更
に
つ
い
て
＝
令
和
元
年

第
４
回
定
例
会
に
お
い
て
、
議

決
し
た
請
負
契
約
に
つ
い
て
、

設
計
図
面
と
現
況
と
の
差
異
等

に
よ
る
設
計
の
変
更
に
伴
い
、

契
約
金
額
を
変
更
前
の
２
億
８

０
１
７
万
円
か
ら
３
億
９
９
６

万
９
０
０
０
円
に
変
更
し
よ
う

と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
議
会

に
対
し
議
決
を
求
め
ら
れ
た
も

の
で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

条
例
の
廃
止

▽
館
林
市
議
会
の
議
員
そ
の
他

非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補

償
等
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す

る
条
例
＝
令
和
３
年
４
月
１
日

か
ら
、
群
馬
県
市
町
村
総
合
事

務
組
合
に
加
入
し
、
地
方
公
務

員
災
害
補
償
法
第
69
条
の
規
定

に
基
づ
く
議
会
の
議
員
そ
の
他

非
常
勤
の
職
員
の
公
務
上
の
災

害
に
対
す
る
補
償
事
務
を
共
同

処
理
す
る
こ
と
に
伴
い
、
不
要

と
な
る
本
条
例
を
廃
止
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
、
全
員
一
致
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

専
決
処
分

▽
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
（
館
林
市
国
民

健
康
保
険
税
条
例
及
び
館
林
市

国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
）
＝
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

が
本
年
２
月
３
日
に
公
布
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
本
条
例
の
一


